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イラク難民救援国際平和協力業務の実施の結果

１ 経緯

イラク共和国（以下「イラク」という ）については、１９９０年８月。

の同国軍のクウェート国侵攻後 同年１１月 国際連合安全保障理事会 以、 、 （

下「安保理」という ）により採択された決議第６７８号に基づき、１９。

９１年１月、アメリカ合衆国（以下「米国」という ）を始めとするいわ。

ゆる「多国籍軍」がイラクに対する武力行使に踏み切った。同年４月、安

保理により採択された決議第６８７号において、イラクは、大量破壊兵器

廃棄を国際的監視の下で無条件に受け入れることを義務付けられるととも

に、そのための実地査察に合意することとされ、イラクによる同決議受諾

後、停戦が発効し、国際連合イラク特別委員会（以下「ＵＮＳＣＯＭ」と

いう ）及び国際原子力機関（以下「ＩＡＥＡ」という ）が査察を開始し。 。

た。

しかしながら、イラクは、査察に対し非協力的態度を継続し、１９９８

年１０月、査察への協力を全面的に停止することを決定した。その後、い

ったんはイラクの協力の下、査察が再開されたが、同年１２月１５日、Ｕ

ＮＳＣＯＭ委員長からイラク側の完全な協力は得られなかったとの報告書

が安保理に提出され、これを受けて同月１６日から１９日まで米国等によ

るイラクへの空爆が行われた。

同空爆以降、ＵＮＳＣＯＭ及びＩＡＥＡによる査察が実施されない状況

が継続する一方、１９９９年１２月、安保理は、ＵＮＳＣＯＭに替わり国

際連合監視検証査察委員会（以下「ＵＮＭＯＶＩＣ」という ）を設置す。

ることや、イラクが大量破壊兵器の廃棄に協力した場合、経済制裁を一時

、停止する新たな制度を導入することを含む決議第１２８４号を採択したが
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イラクはＵＮＭＯＶＩＣの受入れを拒否した。

昨年１月、米国大統領による一般教書演説を受け、イラクをめぐる緊張

が再燃し、同年９月、イラクは無条件の査察受入れを表明し、査察団との

。 、 、間で査察の再開のための実務協議が行われた 同年１１月８日 安保理は

イラクに安保理決議の下での武装解除の義務を遵守する最後の機会を与え

る決議第１４４１号を全会一致で採択した。これを受けて同月２７日から

査察が４年ぶりに再開されたが、イラクが武装解除の義務を履行しなかっ

たことから、本年３月２０日、米国等は、安保理決議第６７８号を含む一

連の関連安保理決議に基づき、イラクへの武力行使を開始した。この米国

等による武力行使の影響を回避すべく、イラクの内外でイラク国民等の大

規模な移動が生ずるおそれがあったため、我が国は、同日 「イラク問題、

に関する対処方針」を閣議決定し、緊急対応策の一つとして被災民の発生

に応じた緊急人道支援を実施することとした。

こうした中で、国際連合難民高等弁務官事務所（以下「ＵＮＨＣＲ」と

いう ）から我が国に対し、ヨルダン・ハシェミット王国（以下「ヨルダ。

ン」という ）及びシリア・アラブ共和国（以下「シリア」という ）にお。 。

ける人道的な国際救援活動のための物資（テント）の提供及び当該物資の

ヨルダンへの輸送について要請があり、また、国際連合平和維持活動等に

対する協力に関する法律（平成４年法律第７９号）に規定する国際平和協

力業務を実施するための各要件も満たされていた。具体的には、ヨルダン

及びシリアについては、同法第３条第２号に規定する紛争当事者に当たら

なかったため、紛争当事者間の停戦合意はそもそも必要とされなかったほ

か、同号に規定する人道的な国際救援活動が行われることへの同意及び同

法第６条第１項第２号に規定する我が国の国際平和協力業務の実施につい

ての同意がいずれも得られていた。
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これらを踏まえ、我が国は、同月２８日 「イラク難民に係る物資協力、

の実施について 「イラク難民救援国際平和協力業務の実施について」及」、

び「イラク難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令（平成１５年政

令第１２３号 」を閣議決定して、ＵＮＨＣＲからの要請に対して協力す）

ることとし、同日、イラク難民救援国際平和協力隊を設置した。

我が国は、以上の経緯をもって、自衛隊の部隊により、輸送分野におけ

る国際平和協力業務を実施するとともに、併せて連絡調整要員を現地に派

遣し、派遣先国政府その他の関係機関と自衛隊の部隊との間の連絡調整分

野における国際平和協力業務を実施した。

２ イラク難民救援国際平和協力業務の実施の結果に関する事項

(1) 輸送業務の概要

渡邊聖夫１等空佐以下５０名の航空自衛隊のイラク難民救援空輸隊（以

下「空輸隊」という ）は、政府専用機（Ｂ－７４７）２機による輸送業。

務を実施すべく、国際平和協力本部による研修を経て、本年３月３０日に

北海道の千歳基地を出発し、途中、輸送物資（テント１６０張（１，６０

０人分 ）の積込みのため新東京国際空港（成田）を、また、給油等のた）

めイタリア共和国のレオナルド・ダ・ビンチ国際空港（ローマ）を経由し

た後、同月３１日にヨルダンの首都アンマンに到着し、ＵＮＨＣＲ現地事

務所へ輸送物資を引き渡した後、レオナルド・ダ・ビンチ国際空港を経由

し、４月２日に全員が無事千歳基地に帰還した。

また、空輸隊による業務実施の支援のために、６名の航空自衛隊の運航

支援要員が、ヨルダン及び経由地に先行して到着し、空港等での空輸隊の

受入れに必要な業務を実施した。

(2) 連絡調整業務の概要
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内閣府から派遣された連絡調整要員１名は、国際平和協力本部による研

修を経て、本年３月２８日からアンマンにおいて業務を開始し、ヨルダン

政府当局、ＵＮＨＣＲ等と空輸隊との間の連絡調整業務に従事した後、４

月２日に本邦に帰国した。

連絡調整要員は、空輸隊と密接に協力しつつ、ヨルダン政府当局、ＵＮ

ＨＣＲ等と積極的に接触して、空輸隊が輸送業務を円滑かつ効果的に実施

するために必要な各種情報の収集に努めた。

３ まとめ

我が国が実施した活動は、人道的な救援活動として国際社会が実施して

いるイラク難民救援のための体制の整備に寄与するものであり、我が国と

して国際平和のための努力に貢献することができたものと考えている。ま

た、今回の我が国の活動は、ＵＮＨＣＲ等から高い評価を得ており、イラ

ク難民の大規模な流入のおそれがあるヨルダン等に対する協力の観点から

も意義深いものがあり、時宜にかなった協力であったと考えている。

今回の国際平和協力業務については、政府専用機による初めての物資輸

送であったところ、米国等によるイラクへの武力行使の最中において、短

期間での準備により、情勢が不安定化するイラク周辺国に対して行うこと

となったが、航空輸送に関する専門的な技術、知識、経験等を蓄積してい

る空輸隊が適切な情報収集を行うとともに、個々の要員の能力及び組織と

、 、しての力を十分に発揮することにより 効果的かつ安定的に業務を実施し

これを完遂した。

政府としては、今回の活動における貴重な経験を今後の業務の実施にい

かすことが肝要と考えており、今後とも、国民の理解と支持を得つつ、国

際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律に基づいて協力を進めて
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いくこととしたい。


